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中国国家外貨管理局は 2020年 4 月 14 日、「外貨管理を効率化し、海外事業の発展をサポートするための

通知」（匯発［2020］8 号）を発表しました。本通知により、外為業務の管理や手続が簡略化され、企業の

負担軽減が期待されます。 

 

 内容 

１． 

外貨（資本項目）の支払時エビデンス提出緩和 

条件に合致する（※①）企業は、資本金、外債及び海外上場等資本項目により得た外貨を、中国

国内の支払に使用する際、銀行へのエビデンス提出が不要となる。 

２． 

送金済外貨の組戻し（キャンセル）手続緩和 

A 類企業（※②）は、送金済外貨の組戻し（5 万米ドル相当額以下）について、事前の外貨管理

局での登記手続きが不要となり、直接金融機関に依頼することが可能になる。 

３． 

保証債務抹消登記の手続き緩和（※6 月 1 日より施行） 

条件に合致する（※①）企業は、関連会社等による海外での借入に対する債務保証につき、当該

借入の完済後の保証債務の抹消登記において、外貨管理局の手続きが不要となる。 

４． 

外貨借入に関する返済資金条件の緩和 

海外輸出先から予定通り外貨を受け取れず、且つそれ以外の外貨資金がない企業に対し、人民

元から外貨へ両替して返済することが可能になる（銀行判断）。 

５． 

電子エビデンスによる書類審査の適用対象企業拡大 

銀行は貨物貿易の外貨入出金について、すべての企業に対して電子エビデンスで審査すること

が可能になる。（従来は A 類〈※②〉且つ設立して 2年以上経過した企業のみが適用） 

６． 

クロスボーダーEC 企業に対する銀行決済の効率化 

銀行は、条件に合致する（※①）クロスボーダーEC 企業に対し、仕入・販売等取引の電子データ

に基づいて直接外貨の両替及び受取・支払サービスを提供できる。 

 

７． 

銀行内の業務審査手続きを緩和 

銀行は、経常項目の外貨入出金を審査する際、エビデンスの原本に外貨金額、日付及び業務印を

注記することが必要かどうかについて、自主的に判断することができる。 

 

８． 

中小企業への支援拡充をサポート 

外貨管理局は銀行に対し同局データベース上の公開情報を活用し、事業の見通しが良好な中小

企業に、外貨借入の返済期日延期、手続きの簡素化などの金融サービスを提供することを推奨

する。 

※①：実務上、窓口相談が必要。（条件については現状非公開。取引銀行へ事前相談推奨。） 

※②：「中国税関企業信用管理分類弁法」の基準に基づいて認定される企業分類（各企業の信用度合いを反映）。 

→AA、A 類：認証企業、B 類：一般信用、C、D 類：信用喪失企業 


